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10/04/20 第１５回有期労働契約研究会議事録 

 

第１５回 有期労働契約研究会 

 

１ 日時 平成２２年４月２０日（火） 10：00～12：00 

２ 場所 厚生労働省労働基準局第１・２会議室（１６Ｆ） 

３ 出席者 

   〈委員〉 

   荒木委員、鎌田委員、佐藤委員、 

   橋本委員、山川委員 

  〈事務局〉 

   渡延労働基準局審議官 

   前田労働基準局総務課長 

   青山労働基準局総務課労働契約企画室長 

４ 議題 

 （１）有期労働契約に係る施策の方向性について 

 （２）その他 

 

 

○鎌田座長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第 15 回有期労働

契約研究会を開催したいと思います。 

 委員の皆様方には、御多忙のところ御出席いただき、誠にありがとうござい

ました。 

 本日は、阿部委員、奥田委員が御欠席と聞いております。 

業界 NEWS 
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 本日は、前回、前々回と行いました労使関係者ヒアリングにおいて出された

御議論を踏まえ、意見交換をさせていただきたく存じます。 

 まず、労使関係者ヒアリングにおいて出された意見につきまして、事務局で

資料を用意しておりますので、御説明をお願いします。 

○青山室長 私の方から御説明します。 

 今日の資料を御紹介しますと、資料１と資料２は中間取りまとめの本文と概

要でございます。 

これは既にまとまっているものでございまして、前々回と前回にお出ししてお

りますので、議論の御参考でございます。 

 今日御説明いたしますのが資料３でございまして、今、座長からも紹介があ

りましたとおり、第 13 回と第 14 回におきまして、日付的には３月 25 日と 30

日におきまして中間取りまとめを踏まえ、労使関係者からヒアリングをさせて

いただきました。そこで出された意見を項目ごとに整理したのが資料３でござ

います。 

 ヒアリングにおきましては、資料を出された対象者、出されない対象者がい

らっしゃいましたけれども、資料についてはファイルにつづられておりますが、

口頭でのやりとりも含めてまとめさせていただいております。ヒアリング時に

御欠席の委員もいらっしゃいますので、全体的に御説明させていただきます。 

 

 まず、１ページでございます。中間取りまとめの項目でいうと「第１ 総論

的事項」の部分でございます。意見につきましては、連合については、連合が

正式に機関決定している考え方は、2001 年のパート有期労働契約法案要綱、労

働契約法 2006 年版の骨子なので、この考え方に基づいてヒアリングでは意見を

おっしゃったところでございます。具体的には、有期契約の区分別の更 

なる実態調査が必要で、60 歳以上の再雇用者等々についても必要と。また、有

期を景気変動の調整機能とするのであれば、有期労働者を上回るプレミアなど

の義務付けが不可欠ではないか等々の意見がございました。 

 次に、連合の関係で来られましたＵＩゼンセン同盟の御意見ですが、ＵＩゼ

ンセン同盟の中でも短時間労働者の比率が高く、外食業種の比率が高いフード

サービス部会からいらっしゃいましたけれども、そういうところで外食産業の

組合を中心に行ったヒアリングも基にしながら発言なさいました。実態として

は、外食産業は離職率が非常に高いため、結果として雇用調整は現実に 

は行われていないということでございます。有期労働者は中間取りまとめや調

査では４タイプに分類いたしましたが、もっと意識というところに着目して分

類し、論議をする必要があるのではないかという御意見がございました。 



 次の団体、連合の関係で来られました日本サービス・流通連合でございます

が、流通サービス業関係の組合ということで、特にパートタイムの組織化を進

めているということで、比率が上がってきていると。実際、勤続年数は平均７

年を超えているという状況で、決して臨時的ではない反復の契約をしていると

いう実態があると。実際にアンケートなどをとると、愛社精神を含めて企 

業に対する思い入れもありながら働いているという有期の実態があるというこ

とでございました。 

考え方としては、無期が原則と考えるべきということでございます。契約更新

している有期といった不安定な雇用については、見直す方向で考えてほしいと

いうことでございます。 

 以上が、労働者団体からでございます。 

 次が使用者団体ですが、日本経団連につきましては、有期労働契約というも

のはサービス産業化や労働者側の意識の変化等々に対応して、雇用形態の多様

化という労使双方のニーズ、要請によって拡大したものと認識しているという

ことで、社会保険、税制、正規労働者の処遇、解雇法制という問題も含めて、

法体系全体でバランスをとっていくべきということや、全体を視野に入 

れた検討が必要という御意見でございました。規制の強化等をすれば、結果と

して雇用機会が減少するのではないかという懸念があるという御意見でござい

ます。むしろ、セーフティネットを充実させて、訓練などの基盤整備を図るこ

とが現実的ではないかということでございました。 

 諸外国の例についてですが、検討する場合には、諸外国での運用実態、社会・

労働市場に与えた効果は十分に調査してほしいということでございます。リス

ク配分は中間取りまとめでも記述がありましたが、リスクを負っているのは企

業のほか有期労働者、正社員、さまざまな関係者であると。政府も含まれると

いうことで、あと、有期労働者の中でもさまざまにリスクの配分があ 

るだろうということでございます。有期労働契約を強制的に縮小させるという

のではなく、良好な雇用形態として多様な選択肢の一つとして活用されるとい

う視点を残しておいていただきたいということでございました。次は、有期の

区分の話で、主婦や学生、正社員になれない方など、 

有期労働者の背景もさまざまということで政策的に区別した議論が必要という

ことでございます。 

 日本商工会議所でございますが、有期労働契約は需要変動に応じた雇用調整

を弾力的に行うために欠かせない。有期の雇用が規制されれば、正社員の残業

で対応して長時間労働を誘発する。 

短期的・一時的な業務を中心とする労働力需給システムは必要不可欠と。特に、

中小企業は業務の時期・内容・量などが取引先等の注文によって決まるケース



が多いため、必要な人材をあらかじめ予測することが難しいという御意見でご

ざいます。もう一つ中小企業の実態としまして、正 

社員を採用したくても思うようにいかない。有期労働契約により必要な人材を

確保している側面があるという実態を検討いただきたいということでございま

す。その関係で、有期労働契約が安定雇用へのステップという役割も果たして

いることを評価すべきということでございます。次は諸外国ですが、日本経団

連さんの意見にもありましたけれども、諸外国で導入されている制度の 

検討に当たっては、システムの全体像やその中での有期の位置付け等にも十分

留意すべきという意見でございました。 次は、一律のルールによるのではな

く、当事者の自主的な創意工夫による在り方といったものを検討すべきだ等々

の意見でございました。 

 次が、全国中小企業団体中央会でございますが、この研究会で調査を踏まえ

て行いました４つの職務タイプ区分につきまして、これは切り口の一つである

ことを十分に踏まえてほしいということでございます。次が、リスク配分の点

でございまして、専ら有期労働者の側に負わせているというのではなく、企業、

正社員、有期労働者が相互にリスクを負っているのが現状であるとい 

う御意見でございました。また、過度な規制を設けることは有期労働契約の活

用が阻害されると。 

企業にとっては雇用に手をつければ地域社会における評価に響き、採用に困難

を来すので、有期であれ、正社員であれ、可能な限り雇用を維持しているとい

う実態の御紹介がありました。 

 総論は以上でございます。 

 次が「第２ 有期労働契約の範囲、勤続年数等の上限、契約の更新・雇止め」

のルールについてでございます。 

 基本的考え方として、連合ですが、入口と出口はセットで議論することが必

要。ただ、有期労働者を類型ごとに区分して対応を勘案するということでござ

います。 

 日本商工会議所は、雇用の機会を狭めるのことないよう注意すべきだという

意見でございました。 

 第２の中の「２ 締結事由の規制」の項目につきましては、連合は、有期労

働は臨時的・合理的理由がある場合に限定すべきということで、具体的には、

2001 年の連合が出されました法案要綱骨子の内容を紹介されました。一定の事

由とそれに対応させた法案要綱骨子の内容の御紹介でございます。詳細は省き

ます。基本的には、一時的・臨時的なものに限るという趣旨の限定でご 

ざいます。 



 連合の関係で来られました日本サービス・流通連合におきましても、合理的

な理由がない場合は、有期では雇えないとすべきということでございます。 

 一方、使用者団体ですが、日本経団連につきましては、無期労働契約を原則

とした締結事由規制を設けると労働法全体の在り方に影響を及ぼすため明確に

反対。雇用創出を制限し、過剰な規制となる。雇用の安定・維持という観点か

ら、労働者にとってもマイナス。無期原則についてどうするか、研究会で方向

性を示していただきたいという意見でございました。 

 日本商工会議所でございますが、多様なニーズに応えるためにも締結事由を

制限すべきではない。新規の雇用抑制や企業の海外移転の加速などの影響を懸

念するということでございます。 

 全国中小企業団体中央会につきましても、締結事由の制限につきましては、

安定的な雇用への移行をもたらすとは考えにくいことから反対。こういう規制

は正社員の採用ができず、有期の労働者に頼っている中小企業の労働力確保を

困難にするという問題が提起されました。 

 第２の「３ 更新回数・利用可能期間に係るルール」につきましては、労働

者団体の連合が、一定の区切りを超えるに至った場合には無期とみなすべきと

いうことでございます。その関係で、2001 年 10 月に出されました法案要綱骨子

の内容を紹介されまして、例えば、更新や年数につきましては、１回に限り１

年以下の期間を定めて更新ができるとすべきなどの提案を紹介されました。 

 次に、連合の関係で来られましたＵＩゼンセン同盟につきましては、実態と

して２か月の契約期間ということが多いが、それをやると１年で５回更新とな

るけれども、更新回数の上限を規制することが現実としてできるのかというこ

とでございます。ということで、勤続年数の上限とセットにしないと難しいと

いう意見でございました。 

 連合の関係で来られた日本サービス・流通連合でございますが、10 年以上も

反復して契約を続ける人が有期であることはどうなのかについて検討すべきと

いうことでございます。入口をきちんと規制すれば出口規制については余り縛

らなくてもいいのではないかという御意見も出されました。 

 次は使用者団体ですが、日本経団連からは７割の事業所は雇止めを行ってい

ない、それなりに実際には雇用は安定しているという意見でございました。更

新回数・利用可能期間に係る制限は、雇用機会を著しく狭めるおそれがあると。

契約期間の長さが業種・業態によって異なっており、回数制限を一律にするの

は現実としては難しい。制限を設けると、予測可能性は向上するが、雇 

用機会の確保、意欲の向上につながるかどうかは課題ではないかという意見で

ございます。予防的な雇止めがなくなるという観点から、雇止めが疑問の余地

なく成立するというルールを明確にすることが、かえって雇用の安定等につな



がるという御意見も出てきました。利用可能期間についてルールを設ける場合

には、例えば、８割くらいに収まるなどレンジを適切に設定してほしい 

ということでございます。次が、このルールの区切りを超えた場合の法的効果

として、無期雇用への転化というのは行き過ぎとございます。例えば、雇止め

の予告義務というのが穏当ではないか等の御意見でございました。区切りの明

確化の場合には、クーリング期間の設定が重要という御意見も出されました。 

 次は日本商工会議所ですが、雇止めについて規制を強化すると、雇用機会を

狭めるおそれがあると。あと、業種・業態によって契約期間が異なっており、

一律の制限は無理がある。 

あと、無期みなし、変更申込みみなしなどの規定は導入すべきではないという

意見でございました。 

 全国中小企業団体中央会につきましても同様で、業種・業態等によって契約

期間に差がある現状を見ると、一律の制限は難しい等々の意見がございました。 

 次が「４ 解雇権濫用法理の類推適用」の項目でございますが、労働者団体

の連合は、濫用法理の趣旨を法律に明文化する必要がある。 

 ＵＩゼンセン同盟につきましても、法律で明文化すれば対応がきちんとでき

るという意見でございました。 

 使用者団体・日本経団連は、雇止め法理は、予測可能性という意味で課題が

あるものになっていると。法理は法理として入れるとしても、行政が文書で裏

打ちすると中間取りまとめで読めるけれども、それはかなりハードルが高いの

ではないかという意見でございました。 

 日本商工会議所は、雇止め法理につきましては、判例において、正社員と有

期の間でどのような違いがあるかも踏まえて検討していただきたいとのことで

した。 

 全国中小企業団体中央会は、中小企業では雇止め法理についての知識を持っ

ていないことも多いという実態が紹介されました。 

 次が「第３ 労働条件明示等の契約締結時の課題」でございます。１つ目が

「契約締結時の明示事項等」でございまして、労働者団体・連合は、契約期間

と期間を定める理由を書面で明示すべきということでございます。 

 一方、使用者団体に共通しておりますけれども、現行制度でも問題ないので

はないかということでございました。 

 次に「２ 契約期間について書面明示がなされなかった場合の効果」でござ

いますが、労働者団体・連合につきましては、書面明示がない場合には無期契

約として取り扱うか、罰則規定を検討すべきという意見。 

 使用者団体・日本経団連は、書面明示の欠如によって期間の定めが無効とい

うことは難しい、妥当性を欠くという意見。明示ルールを設けるのであれば、



一定期間内に明示するという救済措置、期間の猶予を設けてほしいという意見

でございました。 

 日本商工会議所などは、無期みなしは反対等の意見でございました。 

 次に「第４ 有期労働契約の終了（雇止め等）に関する課題」でございます。

１つ目が「契約期間の設定」で、いわゆる細切れの問題が中心ですが、連合－

ＵＩゼンセン同盟につきましては、短期契約がニーズによりなされている。一

方、ほとんど毎日誰かの契約更新の場があるというデメリットがあるというこ

とでございました。 

 使用者団体・日本経団連につきましては、区切りの基準の明確化が図られれ

ば、細切れの問題は落ち着いてくるのではないかという提起がございました。 

 「２ 雇止めの予告等」でございます。連合におきましては、雇止めにまつ

わるトラブルが多いということにかんがみて慎重な議論が必要ということで、

解雇の金銭解決につながらないようにすべきという意見でございました。 

 「３ 雇止め後の生活安定等」につきましては、手当の支払いなどが課題に

なっておりますが、ＵＩゼンセン同盟につきましては、一律に支払いを求める

ことについては慎重に議論すべき。退職金や雇用保険の充実が先ではないかと

いうことでございます。 

 使用者団体・日本経団連は、雇止め手当、雇止め保障というものは有期労働

契約こそなじむものではないかという意見とともに、予告手当とフランスのよ

うな契約終了手当の違いがどうなのかという疑問が出されました。 

 日本商工会議所、全国中小企業団体中央会におきましては、企業に支払い義

務を課すにことについては反対であるという意見でございました。 

 「第５ 均衡待遇、正社員への転換等」でございます。「２ 均衡待遇など

公正な処遇」部分ですが、労働者団体・連合は、期間の定めを理由に、類似の

通常の労働者と差別的取扱いをしてはならないとすべきという意見でございま

して、2001 年の法案要綱骨子を御紹介されました。 

 ＵＩゼンセン同盟につきましては、賃金における格差につきましては、労労

対決のような構図も出てくる可能性もあるという提起もありました。 

 日本サービス・流通連合におきましては、均等待遇につきましては今できる

状況にあると考えており、同一価値労働同一賃金という観点から、新しい正社

員制度をつくれば雇用も安定するのではないかという意見でございました。 

 一方、使用者団体・日本経団連におきましては、ＥＵ諸国のような有期であ

ることを理由とした合理的理由のない差別禁止ということを我が国に即導入す

ることは不可能ではないか。比較し得る正社員の在り方について検討がなけれ

ば難しいということでございました。 



 日本商工会議所におきましても、職務が同じというだけでは正社員との比較

は困難であり、有期と正社員はそもそも責任・役割が異なっていると。均等・

均衡待遇の一律な適用は無理があるということでございました。限られた原資

の中で有期労働契約者の処遇を改善すれば、正社員の待遇を見直さざるを得な

いという意見も出されました。 

 全国中小企業団体中央会も、一律の均等待遇の適用は困難であるという意見

でございました。 

 次が「３ 正社員への転換等」でございます。労働者団体・連合につきまし

ては、常時ある業務を有期で契約することは問題で、無期への転換を図るべき

とございます。 

 ＵＩゼンセン同盟につきましても、基本的には正規労働者への転換を推進す

べきということで、特に外食産業では、まず、短時間労働者を雇って、知識、

経験を有する者を正社員にして即戦力とするとなっているので、非常に重要だ

という話がございました。 

 日本サービス・流通連合につきましては、二者択一ではなく多様な無期の労

働者という働き方をつくっていくべきということで意見がありました。 

 一方、使用者団体につきましては、日本経団連から正社員転換の義務付け、

インセンティブは助成金などをイメージするが、そのほかにどういうものがあ

るか議論を深めてほしいとの意見がございました。時間限定、勤務地限定、職

種限定といったものにつきましては、多様なモデルを労使が選択し得るように

することについて検討してみたい。ただ、解雇権濫用法理の扱いも含め 

て議論を深める必要があるという意見でございました。 

 日本商工会議所は、有期と無期は期待する成果に違いがあり、差を無視した

一律な対応をとるべきではない。企業の実情に応じて対応すれば足り、実際、

正社員転換を視野に入れているということで、そこをよく分析してほしいとい

う意見でございました。 

 全国中小企業団体中央会におきましては、正社員転換の措置を義務付けるこ

とは反対。例えば、定年後５年間を最長に再雇用した者についても、正社員化

の義務を課すのは無理ではないかということでございました。 

 次が「第６ 一回の契約期間の上限、その他」でございます。「１ 平成 15

年労働基準法改正の影響等」ということで、平成 15 年に原則１年から原則３年

に引き上げた検証の項目でございました。労働者団体・連合は、原則３年とい

う上限の引き上げは反対ということでございます。その引き上げの影響を検証

しつつ、改正前に戻すべきかどうかを検討すべきということでございま 

す。 



 ＵＩゼンセン同盟も、３年という例は見かけないということで、延長するよ

りも最低の期間を規制する方向があるのではないかという意見でございます。 

 サービス・流通連合につきましても、３年を延ばす必要はない。一方、高度

の専門知識の類型は延ばすことも検討してもいいという意見もありました。 

 一方、使用者団体の日本経団連は、選択の自由を広げる観点からは上限引き

上げは望ましいが、１年より長い契約を結んでいる例が余り多くないので、総

合的に検討するということではないかということでございます。 

 全国中小企業団体中央会は、原則３年を維持することが望ましいが、総合的

に検討することが必要という意見でございました。 

 「２ 暫定措置についての取扱い」ですが、暫定措置として定められた労働

者は１年経過後いつでも退職できるという措置でございますが、この扱いにつ

きましては、労働者団体・連合は、有期の労働者も予告を経て退職できるもの

とすべきであり、そのリスクは使用者が負うべきという意見でございました。 

 一方、使用者団体の日本経団連におきましては、この暫定措置について片面

性が解消されることが検討されるべきだと思うが、国会修正という経緯も踏ま

えた議論が必要という意見でございました。 

 全国中小企業団体中央会は、この暫定措置は役割を終えたものと認識してい

るので、廃止して構わないという意見でございました。 

 簡単ですが、以上でございます。 

○鎌田座長 ありがとうございます。 

 それでは、今、御紹介いただいた労使関係者ヒアリングで出された意見を基

にして、少し皆さんと自由に御議論していただきたいと思います。私としては、

それぞれの御意見は御意見として伺って、なお今後、私どもが議論をすべき点

を更に深く整理していくという観点から御意見をいただければと思います。 

 そこで、全般にわたって一括でお話ししていただくよりは、少し区切って御

議論いただいた方がいいのかなと思いましたので、まずは「第１ 総論的事項」

につきまして、意見の４ページ目の上まで、基本的な考え方あるいは基本的な

問題点、問題意識を出されておりますので、これについて御議論いただければ

と思います。 

 自由に御議論いただきたいわけですが、幾つか私の中で論点として印象に残

ったものを御紹介して、これにとらわれる必要は全くありませんので、先生方

で自由に御発言いただければと思うんですが、それを少し紹介して、更に御議

論いただければと思います。 

 まず、総論部分についての御議論の中で１つ私が論点として考えたのは、需

給変動に伴うリスクの問題は労働側も経営者側も触れておられました。ところ

が、どうもこれに関する理解あるいはそれに対する対応というところが、必ず



しも一致していなかったと思っているわけです。例えば、需給変動等に伴うリ

スクについて使用者団体からは、私どもが中間取りまとめで述べたよう 

な、専ら有期契約労働者の側に負わせているということについては違和感が唱

えられ、企業のほかにも有期契約労働者や正社員、政府もリスクを負うものだ

という御意見があって、この辺は現状をどう捉えるか。そして、需給変動のリ

スクをどのように公正に配分するかいうところで労働側と使用者側で意見も違

うし、また、中間取りまとめの考え方が十分理解されているかどうかというこ

とが、私などは少し疑問に思ったわけです。 

 幾つか先にお話しして、それから皆さんに自由に御議論いただきたいと思い

ますが、総論部分について第２にいただいた御意見で私の意識に残っているも

のは、法体系全体のバランス、とりわけ正社員の在り方も含めて議論すべきで

あるという御意見でした。特に、これは使用者団体の方から有期の問題は非正

規の施策全体、それから、正社員の在り方を含めた雇用システム全体か 

ら考えるべきであるという御意見でした。 

 その際に、私が少し確認しておきたかったことは、正社員にかかわる問題を

除外して、この問題を解決していくのが困難だと考えるのか、そうではなくて、

私はその場では過渡期の議論と言いましたけれども、法律・制度というのは真

っ白なキャンバスに一からつくるということではなくて、必ずさまざまな諸制

度の中で少しずつ改良・改革を加えていくということだと思いますの 

で、そうしたことから考えれば、他の例えば正社員にかかわる問題を除外して

この問題は解決できないということでは必ずしもないのではないかと思ってい

るわけですが、しかし、法体系全体のバランスや影響というものを視野に入れ

ながら議論してほしいというのは、そうかなという感じがしております。 

 ３番目ですが、類型の実態把握に伴って４つに区分したわけですが、これに

ついて更に連合の方たちがおっしゃっていたのは、高齢者についての類型化も

進めて考えるべきであるということでした。いわゆる年齢という切り口ですが、

更に有期労働者の類型については深い議論をすべきであるといったことだった

と思います。 

 総論として私が少し注意したい第４点は、諸外国の事例を検討するに当たっ

て、運用の実態なども含めて考えてほしいという御意見がありました。これは

なかなか難しい問題ですが、諸外国の事例について法制だけではなく、運用の

実態や社会・労働市場に与える効果を含めて、できるだけ更に情報を集めては

どうかということでした。 

 それ以外にも総論部分で先生方がお気付きの点もあったかと思いますが、私

の問題提起としてはそういったところが少し気付いたところです。あとは先生



方に自由に御議論いただければと思います。それ以外の論点でも、総論部分で

あれば構いませんので。 

○荒木委員 非常に重要な４つの論点をまとめていただいたと思います。最初

の需給変動リスクを専ら有期契約労働者に負わせるのは公正ではないという中

間取りまとめの議論について、いろいろとヒアリングでは御指摘があったとこ

ろで、御指摘はもっともかなと思っております。といいますのは、いろいろな

実態があって、まさに有期は非正規なんだから非正規から切って当たり 

前ではないかという対応をしている企業もある。恐らくそういうことであれば

公正ではないだろうというのが中間取りまとめの指摘だったと思いますが、同

時に、有期契約を切る前に会社全体でさまざまなコスト削減を行った上で、有

期契約労働者の雇用問題を捉えているという企業も恐らくありましょうから、

そういった会社全体でリスクを分配しつつ、やむを得ないときに有期契 

約の雇止めに至っているという実態も踏まえて議論してほしいという指摘であ

れば、それはそのとおりかなという気もいたします。 

 有期契約労働者の雇用保障と正規の雇用保障について、かつて日立メディコ

事件では、正規労働者の希望退職の前に有期契約労働者を雇止めしても不当と

は言えないという判断がなされましたが、裁判例の中にも、有期契約労働者の

整理解雇的な雇止めについて、相当な配慮を要求するような裁判例も幾つか出

てきております。そういうことで、有期契約労働者と正社員の雇用保障 

の比較にもいろいろなレベルがあるので、非正規だから、有期だからという議

論については反省を求めるべきですが、どのくらい正社員との雇用保障の違い

を認めるかということについては、慎重な議論をするべきだろうという御指摘

だったかと思います。 

 それと関連しますけれども、法体系全体とのバランスの中で有期契約をどう

捉えるべきかという議論がございました。以前の研究会で正社員の雇用をどう

するかという問題を正面から扱うのは、この研究会のマンデートとして少し違

うのではという議論をしたことがありますが、有期契約を規制した場合に、そ

のことが正規従業員、無期契約労働者の雇用保障にどう影響するかとい 

うことは、座長がおっしゃったとおり、当然視野に入れて議論すべきというこ

とは、この研究会でも恐らくコンセンサスがあるだろうと思います。 

 とりあえず以上です。 

○鎌田座長 ありがとうございます。 

 あと、ほかの先生はいかがですか。 

○山川委員 それぞれ労使からも貴重な御意見をいただきました。私も、座長

が整理されたようなところが重要なポイントかなと思っておりました。荒木先

生の御感想とおおむね共通しているところが多かったので、多少追加的なこと



だけ申しますと、リスク負担をめぐる議論は先生方の御指摘のとおりという感

じがいたします。この報告書の趣旨もそうですが、現実にあるいは一般 

的にといいますか、すべての場合において有期契約労働者に負担を負わせてい

るという趣旨ではなかったと認識しております。 

 １点追加的に考える必要があったかなと思いますのは、需給変動の意味でし

て、そのときに質問もしましたけれども、本当に日々変わるような激しい需給

変動という場合と、一応平常時は需要があるけれども、場合によってリーマン

ショックとか、そこまでいかないまでも変動が生じるようなリスクというのが

あり得ると。そのリスクの質について、それぞれ念頭に置かれている事 

態に若干違いがあるのかなということも考えまして、その辺りも将来どういう

方向を考えるかというときには、どういうリスクかを考えた方がいいのかなと

思っております。 

 あと、諸外国の実態というのはおっしゃるとおり重要だと思いまして、例え

ば、フランスで入口・出口両方の規制があるけれども、比較的利用のパーセン

テージは割と多いとか、その辺りは一体なぜかとか、どうなっているのかとい

うことは知りたいところで、これは外国の方に聞くのがある意味では一番いい

ので、何か有益な資料があればと思っております。 

 あと、特に定年後の高齢者について特色があるという御指摘も、ちょっと各

論にかかわりますけれどもありましたので、この辺りももっともなことだと思

って伺いました。 

 以上です。 

○鎌田座長 ありがとうございます。 

 今、荒木先生と山川先生のコメントは私もそうだなと思って、私の問題提起

についてもう少し突っ込んだことを言いますと、やはりリスクの性質が分配・

配分の公正さということとかかわっている。まず、短期的なというのは、一番

典型なのは一時的な労働需要や一時的な労働削減というような意味での、まさ

に臨時的・一時的なリスクをどうするか。それは、恐らくある程度は組 

合側の方たちもそういった調整は考えなければいけないと。ところが、もう一

つ中長期的なといいましょうか、業務の性質といったようなことから臨時的・

一時的というのではなくて、要するに、ある程度中長期にわたって労働組織の

柔軟性を保つために、いわばできるだけ削減のリスクを負わないようにすると

いう意味での考え方もあるんですね。これについて、どう公正に配分するのか

ということは実は大きな問題で、そもそもこれを否定してしまうという議論も

あると思うんです。つまり、臨時的・一時的なものだけに限って、それ以外の

需給調整のリスクはあったとしても、法的には使用者のリスクとして負うべき



だという考え方もあるかと思うんですが、中間取りまとめは必ずしもそういっ

たように割り切ってはいなかったと思います。そういう意味で、 

今おっしゃったように、リスクの性質や配分の仕方についての公正さをもう少

し丁寧に御説明する必要があるのかなと思っています。 

 ほかにございますか。 

○佐藤委員 今の座長のコメント及びお二方からの意見に大筋で違和感はない

んですけれども、１点目のリスクの捉え方ですが、まさに業種・業界、企業に

よってリスクの性質が随分違うんじゃないかということが示唆されてきたので

はないかという印象です。例えば、新設事業所や店舗みたいなものをつくって、

それがそのまま永続的に事業が立ち上がってスタートしていけるのかどうかと

いうところにリスクのあるような小売店のような御意見、事情があるんだろう

と。また、今回のリーマンショックのようにグローバルな、いわば業務量自体

の激変という、業務量自体が恐ろしく減ってしまうような要素もリスクと言え

ばリスクであると。また、日々発生する短期の一時的業務、オペレーショナル

なところでも、いろいろな要素が入ってリスクということもあるだろうという

ことで、まさに業種・業界によって、また企業によって違うということが示唆

されてきたという点が一つで、しかし、そこをしっかり考えなければいけない

だろうということについては、全く同じです。 

 それといわば同じようなことから出てくる問題として、使用者団体もあるい

は労働者団体も労働者のニーズや現場同士の取り組みが多様であって、一律の

ルールによるのではなく、当事者の自主的な創意工夫によって、それぞれの業

種に合った、あるいは企業の風土に合った活用の在り方も必要ではないかとい

うことで、私どもタイプに分けた議論ということでそこをやってきたか 

と思いますが、まさにそこが重要になってくるのかなということで、かなりト

ーンは違うとはいえ労使双方の接点としてある部分は、今言ったような事情が

違うものに一律的なルールでやるというのは、やはり実態との乖離を招くので

はないかと、その辺りの意見があったように思うんです。そこをどう考えてい

くか、その辺りが重要になってくるのかなという印象を持ちました。 

○鎌田座長 ありがとうございます。 

 特に高齢者について、１つ新たな類型を加えるという問題提起ですが、それ

は確かにそうかなという感じで私も改めて感じたところです。 

○佐藤委員 あと補足してよろしいですか。 

 特に使用者団体の方では、有期契約労働の在り方についての規制をもし強め

たとすれば、雇用量あるいは正社員も含めて雇うということがネガティブなイ

ンパクトを与えるのではないかということで、今までそこがそんなにきつくな



かったがゆえに有期でリスクを対応していた部分を強めることによって、今度

はそこがもっと慎重になってしまうからということで、かなり懸念の部 

分が強かったように思うんですが、ここのところはまさに問題をどう扱うかの

いわば出発点のような認識のようにも思うんです。ここも恐らく多分２つぐら

いの考え方があって、１つは、例えば、派遣労働などは緩和してきましたけれ

ども、2000 年初頭からの一方での緩和と、雇用構造全体でトレンドを見たとき

に、勿論派遣は増えましたけれども正規は増えたのかというと正規は減ってい

るわけですね。したがって、そこが緩むことが正規の拡大になったかというと、

なってこなかったという経験があると。その辺りはどう考えたらいいのかとい

うところで、まさに規制のインパクトのところは出発点であるがゆえに重要な

ので、要はその辺のデータも含めた精査というか、議論が必要になってくるよ

うな気がしました。 

○鎌田座長 今、先生がおっしゃった、いわば規制の事実的効果というか社会

的効果といったものをどう考えればいいのか、何か先生のお考えはありますか。

法律などをやっている人間というのは、えてして規範だけで考える側面もある

ので、その辺は非常に重要な指摘だと思うんですけれども。 

○佐藤委員 難しいですね。つまり、そういう法規制の緩和かあるいは強化か

ということが要因となって、雇用の採用なりあるいは退職なりというところに

どういう影響が及ぶかということを特定していくこと自体がかなり難しい面が

あって、やはり細かい雇用ルール以外の影響も非常に 

大きいので、全体的ないろいろなファクターを想定して、慎重に見ていくしか

ないということなんだと思うんです。ただ、そこのところは、きつくしたから

すぐどうだとなるかどうかも、また慎重に考えなければならない面を持ってい

るだろうということは言えると思うんです。 

○荒木委員 今のお話に関連して、総論的な点で２点ほど。１つ、論点として

はまだ出てこなかったんですが、ヒアリングで言われたのは有期契約雇用の捉

え方として、不安定雇用なのでなるべく制限すべきだという見方が一方である

のに対して、これは安定雇用へのステップとして、むしろ活用するという視点

が必要ではないかという御指摘もあったように思います。有期契約を規制 

する場合に、規制すると無期契約、安定雇用に移るというのが理想的なのかも

しれません。逆に、それだったらとても雇えないよというので失業が増えると

いう、その両方に作用するということを認識した上で、現状をよくするために

はどういう規制をすべきかを考えてほしいという御指摘だったと思いまして、

総論的には非常に重要な点ではないかと思っています。 

 それから、佐藤先生のコメントの中にもありましたけれども、一律規制では

なくて現場の労使、当事者の自主的な創意工夫による規制に委ねるべきではな



いかという指摘がありました。これは法規制を考える場合に常に難しい問題な

んですが、例えばドイツでは、有期契約を客観的な理由 

なく使っていいのは２年間で、その間、更新は３回までという法律上の規定が

ありますが、これは協約によってもっと回数を増やしたり、あるいは２年の上

限をもっと長くしたりという緩和措置が認められております。これはイギリス

もそうですし、オランダもそうです。ＥＵの多くの国は一応法律で決めるけれ

ども、それを当該業種あるいは産業にとってより適切なものに協約で変 

えることが認められております。その背景には、ヨーロッパの組合というのは

産業別組合であって、当該企業の中で議論するのではなくて産業別で議論する

と。法律に準ずるような公正な決定ができるという信頼があるんですけれども、

そういう形で当該業界あるいは業態に応じた規制が採用できる、それを前提に

法律は業界でそう決めなければこういうルールでやってくださいという規制の

仕方をしているということです。 

 各論でも出てきますけれども、業界によって製造業の場合とサービス業の場

合とでは有期契約についての、例えば更新回数についてもヒアリングでの回答

は随分違ったところがあります。一律の規制をやった場合に、当事者がこれは

自分たちにとっては必ずしも合理的ではないという場合に、どうやって現場に

適応するルールに変えていくか、その方策があるのかどうかを考えなければい

けないと思います。 

 この問題は現在、労基法の規制は労使協定で緩和するということを認めてお

りますが、労使協定の担い手をどうするのかという従業員代表制の問題にも関

係する大変大きな議論をしなければいけない問題ですけれども、一律の規制と

現場に適応した規制の組み合わせについては、その問題は念頭に置きながら考

える必要があると思います。 

○橋本委員 ヒアリングでその他の印象に残った御指摘としては、特に使用者

側から有期契約で 

働くことを望む労働者も少なくないという認識が再三出されたかと思います。

この点、法規制でどう対応するのかということは労働法は強行法規であるので、

今のデロゲーションの論点に関連して個別の逸脱を認めるということはできな

いと思いますが、参考としてドイツなどでも有期契約を正当化する客観的事由

の一つとして、労働者の個人的事情を認めていますので、極めて限定 

的ではありますが、そういう事由で対応する余地は、コンメンタールによれば

ドイツでは学生アルバイトは「個人的事情による期間設定」に入るようですし、

そういう余地はあり得るのではないかとちょっと考えました。 

 以上です。 

○鎌田座長 ありがとうございます。 



 かなり大きな問題、特に規制との関係、それから、規制をどう柔軟に個々の

労働者あるいは業種・業態に応じて生かしていくか、大きな問題だったと思い

ます。労基法などは労使協定のようなもので少し緩和といいますか、実情に合

わせたような対応を考えるという仕組みだと。今ちょっと思い出したのは派遣

法なんですけれども、派遣法もそういう話がかつてありまして、御存じの 

ように、専門的な派遣ではなくて、一般派遣を導入したときに原則１年だった

んですが、それを延長してほしいという話があって、３年に延長するという議

論があったときに、延長する仕掛けを受け入れ先の労使の合意といったもので、

それは法律になっているわけでは全然なくて、そういう議論もちょっとあった

なと。ところが、派遣の期間限定を含めて原則派遣というものを認め 

ないという一方の考え方があって、その規制をどういうふうに緩めるかという

ところで大きな問題があったように私は記憶しています。結局、今のような派

遣法の仕組みになっています。 

 派遣法は御存じのように複雑で、専門的な業務とそれ以外の業務という形で、

業務で大きく規制の中身を変えるということをやっていまして、有期の場合も

今申しましたように、どういうふうに実態との整合性をとるかというのが大き

な一つのテーマではないかと思っています。 

 あと、総論のところで佐藤先生も、ほかの委員の先生も、有期をどう捉える

かというのはなかなか大きな出発点として難しい問題があって、荒木先生も有

期を安定雇用にしていくというような視点も必要ではないかということで、捉

え方はさまざまな立場で違ってくるわけです。ただ、議論していて、あるいは

労使関係者の御意見を聞いていて感じたことは、有期そのものをできる 

だけなくすという考え方が一つ方向性としてある。もう一方では、対極にある

のは有期というものをさまざまなメリット、それは経営側のメリットとか労働

側のニーズに合ったメリットもある。 

派遣のときの議論でいくと、もう一つ中間的な議論もあったんですね。認める

けれども、これ以上増やすのはいかがなものかという、常用代替防止という発

想ですね。つまり、かつては２割とかその程度のものだったのが、３割、４割

に近づこうというときに、それは勿論、実際のデータを見てみないとよくわか

りませんが、いわゆる常用職場が非正規あるいは不安定な職場に移った 

という意味で、そういう文脈の中でそれをどれだけ抑制していくかという発想

ですかね。こういうものが派遣のときに特に議論になって、それは常用代替防

止という観点から幾つかの仕組みを考えるということも議論されていたように

思っています。 

 それでは、総論部分だけで余り時間をとるわけにもいきませんので、次に移

っていきたいと思うんですが、ただ、類型の実態把握のところで年齢別などの



実態については必ずしもこの研究会で十分に整理していなかったところもあり

ますので、事務局にその辺で宿題と申しますか、何か整理したものをいただけ

ればと思います。 

 あと、難しいんですけれども、諸外国の事例、特に法制だけではなくて運用

の実態についても御指摘がありまして、これについても最新の情報を含めて事

務局で用意できるものであれば用意していただければと思います。よろしくお

願いします。 

 それでは次に、資料３のヒアリングで出された意見の４ページの「第２ 有

期労働契約の範囲、勤続年数等の上限、契約の更新・雇止め」以降について、

少し御議論いただければと思います。 幾つか印象深く残っている議論という

のがありまして、まず第１に、締結事由の規制について 

は、かなり労使で意見の対立があったように思っています。言うまでもありま

せんが、労働者側は締結事由、有期の期間を定める理由を厳格に制限すべきだ

という意見に対して、使用者団体、特に中小企業の団体などは人材確保の点か

ら、非常に懸念を持っておられたのではないかと思います。 

 更に、これは日本経団連の御意見だったと思うんですが、無期労働契約の原

則をどうするか、方向性を示してもらいたいというような御意見もありました。

そういったことをどう考えるかということが一つ論点としてあるのではないか

と。 

 それから、回数制限、利用可能期間の制限についても、いろいろな御意見が

あったんですが、とりわけ回数制限について一律というのは、なかなか難しい

んじゃないかという御意見が出ておりました。こういったことについてどうお

考えなのかということです。 

 それから、第２に関して言いますと、７ページの解雇権濫用法理の類推適用

ですが、現在の判例法理を法律にすることについてどう思うかということです

けれども、これについては予測可能性ということから、かなりハードルが高い

のではないかというような御意見がありました。また、解雇権濫用法理の類推

適用に当たって、正社員の解雇と有期の雇止めなどでも違いがあるといっ 

たようなことも指摘があったように思います。これについては先ほど少し御議

論いただいたところでもありますが、こういう予測可能性という観点から、幾

つかこの点については懸念といいますか、問題意識が提起されたように思って

います。 

 第２については大体そのような印象があるんですけれども、いかがでしょう

か。それ以外についてでも結構ですので、御意見をいただければと思います。 

 余り私がしゃべるのもどうかと思うんですけれども、御意見を伺いながら自

分で論点を考えていくときに気付いた点というのは、先ほど法体系全体で考え



ることが必要だという御指摘もあって考えていたんですが、無期契約原則とい

う立場をとった場合に、これは法律論になるかもしれ 

ませんが、他の法制度との整合性という点からいうと、例えば、解雇権の規制

とはどういう影響があるんでしょうかということを考えたんです。この問題は

この問題なので、別にそこまで考える必要はないと言えばないんですが、いわ

ゆる一般論としてこういう原則を立てた場合に、労働法の体系、とりわけ解雇

権の問題にどういう影響があるのかなというのが、ちょっと私などはそ 

ういう問題があるのかなという気がしたんですけれども。派遣法の根幹にかか

わっても多少影響があるのかなという感じがしますが、ただ、この研究会でそ

の議論を突っ込んでやるということでもありませんので、あくまでも無期原則

をとった場合に想定され得る波及的な効果、波及的影響力という意味でしかな

いんですけれども。 

○山川委員 そもそも無期原則そのものを法律として定めるというよりも、多

分外国では有期労働契約の締結に一定の事由を要するとか、そういった制約を

課していることをまとめると無期原則になるということで、どれだけ厳密な法

的効果があるかどうかは必ずしも明確ではないし、差もあるのではないかと思

います。ですから、表現自体を使うのがどうかという問題もあるかと思 

います。ただ、そう言われているのは、やはり無期雇用を中心に考えるといい

ますか、そちらの法的な地位に引きつける方向で考えていくということで、多

分、無期契約の取扱いをどう考えるかということ自体は、一般には余り議論の

対象になっていないのではなかろうかと思います。ただ、波及効果として結果

的に影響が出てくるということはあり得ると思いますので、視野に入れ 

ておくことは必要かと思います。 

 ただ、その場合、外国で言われていることと日本で言われていることに差が

あるかもしれませんのは、無期と言った場合に、日本の解雇権濫用法理が無期

契約についてはあって、濫用に当たる解雇は無効になるというのが外国では少

なくとも実態面ではそうではないということもありますので、それももし無期

原則で議論するとしたら、そういうことまで考慮に入れないといけないかなと

いう気はします。 

 一方で、波及効果を考える場合に、無効になるということは確立したことな

んですが、解雇権濫用法理の中身自体が御承知のように、ああいう条文で一般

化されていないものですから、ある意味では柔軟でして、特に、外資系企業の

管理職で職種限定で高給を受け取っているような場合の解雇権濫用法理の在り

方というのは、通常の場合とは相当違っているということもありますの 

で、では、無期雇用をどういじるかということ自体が、少なくともある部分だ

けを取り出して変えるということは、逆に解雇法理自体からすればかなり特殊



な取扱いだけを先行させるということになってしまって、そこは現行の解雇法

理の柔軟性で、その中でもし何か波及効果があり得る 

としたら、ある意味では解釈とか事案の実態に応じた適用によっても対処でき

るのかなという感じがあります。ただ、類推適用を明文化するという場合は無

効になるということ自体まで、雇止めですからそもそも無効自体を議論しにく

いわけで、その辺りは考慮する必要があろうかと思いますけれども、そもそも

現行の労働契約法第 16 条がかなり柔軟な規定になっているものですから、それ

はちょっと念頭に置いておく必要があるのではないかと思います。 

○鎌田座長 要するに、無期雇用原則という言葉を労働側もお使いになってい

るんですけれども、必ずしもそういうものを法律で定めて、何か整合性をとる

というニュアンスではなくて、言わばさまざまな制度の背景の思想というよう

な意味ですよね。 

○荒木委員 同じことかもしれませんけれども、ヨーロッパで労働契約は無期

であることを原則とするということを書いてあることもあるんですが、それに

よって要請されることとして、客観的な事由が必要だという法制をとっている

ときはそれで済んでいたんですが、ヨーロッパの多くの国では、労働市場が非

常に硬直的になって失業問題が深刻になったと。それでむしろ有期契約 

をより広く認めることによって失業を減らそうという方向に移った国が多くあ

るんですね。その結果、ドイツもそうですし、スウェーデンもそうですが、例

えば、２年間については客観的な理由なく有期契約を結んでよろしいと言って

おります。では、そういう客観的理由なく有期契約を使った場合は無期原則に

反しているのかというと、反しているという議論は少ないわけですね。 

その場合には、出口規制のところで２年以上使った場合には無期契約に移行す

るという形で無期への移行を促進すると。その限りでは、無期契約が望ましい

雇用形態だという認識は維持している。つまり無期原則といっても、いろいろ

なレベルがあるということだろうと思います。ですから、無期原則をとること、

すなわち入口規制をしなければいけないということではヨーロッパでもなくな

っているということです。 

 それから、入口規制についてもう一つ言いますと、前回のヒアリングで臨時

的な場合に限るんだという議論がありましたが、今回のまとめの中では、臨時

的に加えて合理的というのがあります。フランスでも臨時的なものには限って

おりませんで、まさに雇用対策的に福祉目的に有期契約を使うということを認

めています。つまり、有期契約を使っていい事由が臨時的以外に合理的 

な理由のある場合にも認められ、有期を使ってもいいという事由が増えてきて

いる。そういうことをしながらもなおフランスでは無期が原則であると言って



います。無期原則は、そういう多様な対応を可能としつつ議論されているとい

うことではないかと思います。 

○鎌田座長 ありがとうございます。 

 これは、私などはフランス型と思っていて、無期原則、そして利用事由限定

とセットで考えているんですけれども、今の荒木先生の御発言を聞いていると、

無期を原則とするということが必ずしも一つの法政策と対応するわけではない

ということですね。柔軟な工夫の中でヨーロッパでは考えているということで

すね。これは今までの議論、私などだと、もう少し日本の法を考える上で柔軟

性を高める話だったのではないかと思います。 

○佐藤委員 事由のところは、入口のところでとても大事だと思うんですね。

連合、日本経団連、それぞれこれについての考え方を示されていますけれども、

私はたまたま日本経団連の方は欠席させていただいたのであれなんですが、ま

ず違うのか、そんなに違っていないのかなんですね。 

連合の方は有期は臨時的・合理的な理由がある場合に限定すべきであると。そ

れから、サービス・流通も合理的な理由がない場合は有期では雇えないという

ことで、有期という形態をとって雇う場合には合理的な理由が要るよとおっし

ゃっているわけですね。他方で、経団連とか商工会議所の方はそれぞれまた違

うんですが、無期労働契約を原則として締結事由規制を設けると労働法全 

体に影響を及ぼすために反対であって、いろいろな雇用機会の創出を制約して

しまうということで御回答になっているんですが、そもそも一定の理由がない

と有期では雇えないよという考え方と、日本経団連の考え方との間に違いがあ

るのかどうかというのは私としてはよくわからないんですよ。すなわち、日本

経団連の考え方で言うと、合理的な理由が必要であるということにして 

しまうと、原則、無期原則になるのかと。無期原則にしてしまうのは反対だよ

というようにも聞こえるんですね。だけれども、今の荒木先生のヨーロッパの

話で言うと、合理的な理由を必要とするものについてイコール無期原則ではな

い、すなわち一定有期は認めているわけです。したがって、そうであるとする

と、無期原則にいきなりいくわけではないです。そうなると、日本経団連 

の考え方としては、有期は合理性が有れば認めるということなのか、そもそも

そういうことさえもやってほしくないということなのか、そこがよくわからな

いところなんです。だけれども、労使間の認識として確認しておく点としては

重要だと思っているものですから、ちょっと確認させていただきたいというこ

とです。 

○鎌田座長 これについては、前に事務局でおまとめいただいたのですが、何

か御質問は。○青山室長 今の話は、締結事由制限する場合にどういう理由で

制限するかによるのだと思うんですけれども、労働者団体の方は一時的な業務



や一時的な労働、あとは休業者の補充などの合理的な理由がある場合に限定す

べきと。使用者団体の方は、確かにこういう事由であれば問題で、こういう事

由ならいいという細かい御意見は特になかったのではないかと思います。 

 ただ、多様なニーズ、多様な事由で活用されている実態を締結事由制限によ

って阻害されることの懸念というのが強く示されたのかということで、細かい

ところはなかなか労使の意見ですり合わせというのが余り見られなかったのか

なと感じております。 

○荒木委員 私の印象ですけれども、有期契約をどう捉えるかという総論にも

関係するんですが、有期契約を認めるべきではないということからすると、厳

格にこれとこれとこれの時しか結んではいけませんよという議論になると思う

んです。それに対して総論の方で使用者団体から御指摘があったように、これ

は安定雇用のステップだとすれば、入口でこれしかだめと制限するより、 

むしろまず、失業、仕事がない状況から、とにかく有期であっても雇用のある

状態に入ってもらうと。そこはむしろ制限すべきではなくて、その後、安定雇

用に移行する、そこをどうすべきかという、そちらの方が議論としてあるべき

方向だ、という主張なのかなと私は受け止めました。 

○山川委員 あと、出口規制も考えた上で私の印象を申しますと、入口規制に

関してはかなり労使の御意見は対立しているという感じ、先ほど安定雇用につ

いてとかいろいろな使い方があるという点はそうなんですけれども、締結事由

の規制に関してはかなり御意見が明確に対立していたような感じはあるんです

が、出口規制に関しては総体的にはそれほどでもないといいますか、ただ、前

提が入口規制を置くかどうかというのと関連しているので独立しては議論され

ないんですけれども、むしろ出口規制、つまり上限規制に関しては、副作用に

関する懸念が割と労使共通して出ていたということもあって、とすれば、現実

に合わせたある程度長い方がいいのではないかという御議論はあったと記憶し

ています。 

 あとは若干のコメントになりますが、そうなると、雇止めに関する解雇権濫

用法理の類推適用の位置付けが若干変わってきまして、出口規制までの利用可

能期間がすごく短いとすれば、それでほぼ終わって解雇権濫用法理の類推適用

の必要性は総体的にはそれほど大きくはないんですが、利用可能期間が長いと

しますと、その間の雇止めをどうするかという問題がありますので、それ 

とかかわって、やや３つの論点が総合関連してくるかなという印象を抱いたと

ころです。 

○荒木委員 関連してなんですが、前回の使用者団体のヒアリングで大変注目

したところなんですが、７ページの一番最後のところ、解雇権濫用法理の類推

適用、いわゆる雇止め法理について明確化を図るといっても限界があるのでは



ないかと。 それと併せて読みますと６ページの下から３つ目の「・」ですけ

れども、雇止めが疑問の余地なく成立するルールを明確化することがかえって、

雇用の安定につながり、企業内教育や教育訓練といったものも行われるという

ように、現在の雇止め法理の明確化とか精緻化といった方向とは違う、企業に

とって行動指針になり得るような客観的ルールであれば、企業としても受入れ

可能だということが示唆されていたかなと思われまして、そのことが恐らく関

係するのではないかと思っていたところです。 

○鎌田座長 後で戻っても結構ですので、一通り御意見に沿って御議論してい

ただければと思います。 

 次に、８ページの「第３ 労働条件明示等の契約締結時の課題」については

いかがでしょうか。 

幾つか論点があったと思いますが、私としては重要ではないという意味ではな

いんですけれども、格別目新しいと言ったらちょっと語弊があるんですが、そ

れぞれのお立場の議論をお聞きしたというような感じなんですけれども。何か

先生方、ここで特に印象に残ったようなことはございますか。 

 これは書面明示の欠如によってみなしという議論は私どもも議論したところ

で、改めて日本経団連の方から反対という意見が出されていたと記憶していま

す。 

 特に御意見がなければ次に移りたいと思います。「第４ 有期労働契約の終

了に関する課題」ということで、これにつきましては雇止め手当といいますか、

これはフランス法などを参考にしながら、手当の支払いについて考えてみたい

というようなことを中間取りまとめでも書いておりますが、これについてはど

ういった性格のものなのかという質問が出ていたと思います。退職金や 

雇用保険などの施策との関係を含め、この手当についてどういう性格なんです

かということなんですが、ここでの議論で言えば例えば、雇止めの手当に関し

ては、解雇予告の手当のようなものとの類似性あるいはこれはフランスですけ

れども、契約終了手当と言いましたか、そういったものとの関連性を議論した

わけです。特に経営側の御意見では、ややネガティブな反応があったか 

なとは思いますけれども、いかがでしょうか。 解雇の予告手当とのパラレル

で考えますと、雇止めの予告手当と言いますと、雇止め自体は契 

約締結時に期間を定めていますので、まさに両当事者が予定して結んでいるも

のなので、雇用期間の定めのない労働者に対する予告という意味とはちょっと

違うんですけれども、反復更新しているという実態があった場合に、今回でも

う終わりですよといった場合には、特に無期と同視できるような状態になって

いる場合には、やはり何らかの形での保障を考えるという理屈もあり得ると思

います。 



 フランスの契約終了手当というのは、性格上まだ理解していないんですが、

そういうものとはまたちょっと違うというようなことだった気がしますけれど

も、あれは要するに、不安定雇用というものに対する手当として支払うという

性格のものでしたよね。予告とかそういうものではなくて。 

○荒木委員 経済学者的に言うと、不安定雇用ですからその分本来賃金は高く

ないとバランスがとれないという議論があるんですが、それからまさにステッ

プとして安定雇用に移行した場合には特に払わなくていいんですけれども、こ

れ以上雇ったら無期に移行しなさいという前に雇止めするのであれば、安定雇

用に移行できなかったことを補償する分の手当を払いなさいという発想です。 

○鎌田座長 予告とフランスの場合の契約終了手当というのは性格は違うんで

すね。 

 あと、雇用保険との関連で言いますと、雇用保険というのは労使を含めて社

会全体で保険でリスクを分散して、それぞれ広い範囲で負担するという考えな

んですけれども、そういう意味では契約終了手当の方がいわば親和性があって、

反復更新して長くやって、ある年限以上長く働いている人については、経営者

としてもその人に対してはちゃんとした保障もしなさいというと、それはむし

ろ個々の使用者が負担すべきということになるんですかね、理屈から言うと。

不安定雇用というと、もっと社会全体でということなので、保険的な対応とい

うことが親和性を持つということになるのかなと思いますが。 

 あと、第４に関して、先生方からほかに追加的な議論はありませんか。 

 連合側から解雇の金銭解決につながるようなものについては反対であるとい

う御意見があったんですが、今の手当とはちょっと違うという議論を既に研究

会でやっておりまして、もう少ししっかりと説明した方がいいかもしれません

ね。それは以前ここでも議論したように、雇止め無効というのはちょっと難し

いんですけれども、仮に雇止め無効とした場合、その無効を金銭的に保障 

するという性格の話とここでの手当はまた違うと。恐らく解雇の金銭解決とい

うのは、解雇無効を前提にした話なんですよね。だから、そこは私としては委

員の皆さんのお話を聞いて、これは明確に違うものだと理解しているんですが、

それはそれでよろしいですね。 

 それでは、戻っても結構ですので次々と先に進みたいと思います。次は「第

５ 均衡待遇、正社員への転換等」。最後の「第６ 一回の契約期間の上限、

その他」、暫定措置の話も併せて少し御議論いただければと思います。 

 ここで私が気付いた点は、均衡待遇については確かに議論もあったんですが、

連合、経営者側ともにそれほど御意見はなかった。既に議論されている問題と

いうことなんでしょうけれども、特に細かな議論が出されていたというわけで

はありません。やはり比較すべき労働者というのはどうするのかということが



大きな問題となっているのかなという感じがいたしました。 それから、存外

に御議論が結構あったのは正社員転換ですね。特に、使用者団体から勤務限定、 

職種等の限定社員について、労使が活用しやすい仕組みとすることのほか、解

雇権濫用法理の扱いを含め議論を深めるべきだという御意見があって、要する

に、正社員転換を図る上でさまざまなメニューを労使で検討してほしいといっ

たことについて、どういうモデルを考えているのか。正社員と言うけれども、

正社員あるいは無期社員と言うのでしょうか、どういうイメージでこれ 

を考えているのかという御意見があったと思います。 

 あと、正社員転換についての義務付け、インセンティブをどう捉えるかとい

うことだったわけですが、これについて先生方から何か御意見ありますか。 

 正社員転換につきましては、ここでも議論しましたけれども、理想は労使で

就業規則なり協約なりで制度をつくって、個々の労働者、企業の実態を踏まえ

て転換していくということが理想として望ましいということなんですが、一方

ではそれがなかなかうまく進んでいないということで、仮にそういったものを

法的に何か促す仕組みをつくった場合に、私の印象では、使用者団体では 

いわゆる法律で何かをやるということについてはネガティブな印象を受けたん

ですけれども、正社員転換がうまくいっているのであれば、ネガティブでお任

せしますということでもいいと思うんですが、問題はうまくいっていないとす

ればうまくいっていない理由はどの辺にあるのか、それが気になるところなん

ですが、佐藤先生、何かありますか。 

○佐藤委員 均等問題と転換問題で言うと、転換問題の方がいろいろ意見があ

ったなという印象がまず一つです。 

 転換に関して言えば、組合は当然そういうものを促すような措置をかなり強

調されています。 

使用者の日本商工会議所と中央会では一律的な対応はまずいのかというような

ことで、実情に応じてそれなりにニーズがあれば企業はそういうふうにしてい

くはずなのだから、それ以上のことをここで促すようなことはできればという

ようなニュアンスが強いんですが、日本経団連につきましては、もう少し検討

してみたいというようなことで、報告書にもありました正社員の時間限定とか

勤務地限定とか職種限定というようなモデルを用意した上で、どういうものが

合っているのかという検討をしたいということで、もう少し踏み込んだという

のは変ですが、捉え方をされているのかなとも思いました。 

 そういう意味で言うと、その下にもモデル様式といいますか、実際にどうい

う形で制度設計をすればよいのかということについての提案があったのかなと

いう意味では、ヒアリング等を含めまして、そこのところをもう少し考えてみ

る必要があるのかなと、そういう印象を持ちました。 



○鎌田座長 ありがとうございます。 

○山川委員 私も同じような感想を抱きまして、正社員の転換という論点につ

きましては、比較的労使の御意見の対立度がそれほど強くはないといいますか、

法的にどういう仕組みをつくるかというのはなお御議論がありましたけれども、

労働側の御意見でもハードルの高さという点で残業が必要になったりするとい

うことでは困る人もいるという御意見がありましたので、必ずしも今で言う残

業の義務付けがあったり、転勤の義務付けがあったりするというような意味で

の正社員転換に限らない道も考えるべきであるということでは、共通性がある

程度あったのではないかと思っています。 

 均衡待遇の方は、労働側からも難しいという御意見がありまして、一体どう

いうものをイメージしているのかということもあるのかと。均衡待遇の目指す

べきものは一体どういうものをイメージしているのかによっても変わるかと思

います。この点、合理的な理由のない差別の禁止という方法とパート労働的な

枠組みという、それぞれについての御議論もありまして、これは感想になるん

ですけれども、合理的な理由のない差別の禁止という規制方法と、同一である

と見なされる場合に同一の取扱いをするというのは法規制の発想が違うところ

があって、合理的な理由のない差別の禁止というのは、いわば差別意図に基づ

いて不利益な取扱いをするのを禁止すると。 

現在の労働基準法第４条と同じで、別に同一の人がいなくても、この人はこう

いう理由で低く賃金を決定すると決めれば、別に比較対象者はいなくても構わ

ないんですね、現実的には。ところが、同一であるべき取扱いをする者が存在

すると。それに合わせるべきであるとすると、比較対象者がいなければいけな

いという点で、もし具体的な制度設計をするとしたら、その辺りも考える必要

があるかもしれません。もっとも両者そんなに現実的には違うわけではなくて、

差別の意図を考える場合には同一の取扱いをすべき人といいますか、例えば、

職務その他いろいろな面で同一状態の労働者がいるのに違う取扱いをしたとす

れば、差別意図が推認されるというのが現在でも取扱いにはなっていると思い

ます。基本的には、２つの仕組みはいわゆる違った性格を持っているというこ

とを、もし今後、具体的な法設計をするとしたら検討する必要があるのかなと

思います。 

 ただ、いずれにしても両方の問題、先ほど座長も佐藤先生もおっしゃったこ

とですが、基本的には労使の工夫を促進するといいますか、均衡に関しても労

労問題になりかねないという御指摘もありましたけれども、だからこそ労使で

業務や職場に応じて工夫するということが納得が得られるためには必要かなと

思いました。でも、それをどういうふうに法制的に仕組んでいくかということ

は今はありませんので、今後の検討課題かなと思いました。 



 以上です。 

○荒木委員 正社員転換の方は、有期契約利用期間の規制と連動するところが

ありまして、例えば、ドイツやスウェーデンのように２年間しか客観的な理由

なく使ってはいけないとしますと、それ以上雇っていれば自動的に無期契約に

転換しますから、あえて無期契約に転換ということについて議論するまでもな

く対応できるということになろうかと思います。例えば、これをいろいろな業

態があるんだから２年とか短期だと難しいということで長くとりますと、例え

ば、５年以上になったら自動的転換になるけれども、その前の時点で正社員転

換促進措置をとることを努力義務なり、とれないのだったらなぜかという説明

義務を課すなり、そういう二段階でやるといったときに、こういう転換問題が

具体的に出てくるのかなという気がしました。つまり転換問題は、利用期間規

制と連動して議論することかなという気がしています。 

 もう一点、日本経団連の方からいろいろな時間限定、勤務地限定、職種限定

といった多様なモデルを検討してみたいということで、これは是非御検討いた

だきたいんですけれども、そういったモデルについて行政あるいは法律でどの

程度関与できるのか、できないのか。基本的に私は労使がいろいろな雇用モデ

ル、これはまさに労使が創意工夫を凝らして追求していただくべきで、これま

で正社員という言葉を使うかどうかわからないですが、非常に雇用も守られて

処遇もいいいわゆる正社員と、そうではない非正規従業員という両極にあるも

のを、もっとなだらかなグラデーションをつくっていくべきではないかという

ことは盛んに言われております。そうなってくると、それぞれに応じた雇用保

障、処遇の在り方というのが出てくるので、その実態を変更するというのが本

来であって、実態がないところに法律がこれこれこういうモデルをつくりなさ

いと言うのは、なかなか難しいのかなという気もしますので、是非これは労使

双方が議論して工夫していただくのがいいのではないかという感想を持ちまし

た。 

○鎌田座長 ありがとうございます。 

 一通り見て、法律論としていろいろな規制やインセンティブあるいはモデル

を考える場合に、それぞれについて議論してきたんですが、ちょっとわかりづ

らいので、要するに、入口から出口まで導入するさまざまなパターンがありま

すよね。だから、どれがいいという議論をするときに、最初から正社員になる

までと言ってもいいんですけれども、こういう仕組みを入れた場合に、こ 

の間にはこういった問題が入ってきますよとか、あるいはこういう仕組みが出

てくる可能性がありますよというパターンを幾つかつくっていくと、もう少し

わかりやすくなるのかなという気がします。あるいは、今、荒木先生もおっし



ゃったけれども、こういう利用可能期間限定を入れると、もう一つの問題はト

レードオフで余り必要ないとか、あるいは今日はちょっと議論しなかっ 

たですが、細切れ化の問題であれば、こういう仕組みを入れた場合には細切れ

化はそれほど問題にならないのではないかと。 

 要するに、さまざまな施策との関連で考えなければいけないことというのは

整理しておく必要があるんじゃないかと思うんです。どれがいいかというのは

また別の議論であるんですけれども、パターン化してチャートといいますか、

一目でわかるような仕組みを幾つかモデルとしてつくっていくとわかりやすい

と。私たちはずっとこの議論をしていますので、何となく頭の整理はでき 

ているんですよね。でも、一般の人が見たときに、総合的にそれで何かイメー

ジをつくってもらうには難しいかなという感じもしますので、それは事務局の

方で、今すぐにというわけでは勿論ないのですが、つまり、議論をする場合の

一つの参考になるようなモデルというか、パターンを少し考えて工夫していた

だければと思います。 

 それから、いわゆる有期労働者を類型化するというところで年齢の問題も考

慮すべきということでもございますので、そういったデータや諸外国の最新の

情報、できれば運用の実態を含めて、そういったことも少し参考資料をいただ

ければと思います。 

 あと、先生方からも幾つか今日の議論の中で注文があれば、事務局にお願い

することになると思いますが、今私が考えたところで、こういったところを今

後工夫していただければと思っていますが、ほかにありますか。 

○佐藤委員 今の点と全く同じで、たまたま日本経団連の方ではモデル様式の

提示をという具体的な要望があるわけですので、そういうところを手かがりに、

また、実態のないところに法律論の方からいろいろな議論をかぶせていっても、

なかなかわかりづらいかなというところがあるように思うんですね。この報告

書は、法律を専門としていない私をもってしても、なかなか難しいところがあ

りまして、入口・真ん中・出口というものにそれぞれ分けて論点を議論してい

ますけれども、やはり一気通貫で見たときにどうなのか。労使として見ると、

どういうモデルの中に有期労働が位置付けられていると制度設計しやすいのか

という辺りがもうちょっとあると、労使の意見もどこが共通点で、どこが違っ

ているのかということがわかりやすくなってくるのかなという印象を持ちまし

た。ですので、全く同じ意見です。 

○鎌田座長 あと、何かありますか。よろしいですか。 それでは、ヒアリン

グで出された意見を基にいろいろと御議論いただきまして、私どもの更に 



深めなければいけない課題についても、幾つか問題あるいは事務局に対する要

望も出たところです。こういったことも踏まえて今後また議論を進めていたき

たいと思います。 

 それでは、次回の日程について事務局から説明をお願いします。 

○青山室長 次回の研究会の日程については現在調整中ですので、委員の皆様

には改めて御連絡させていただきます。 

 以上です。 

○鎌田座長 今日は、藤村先生は何か御用事があったようですので、欠席とい

うことで取扱いたいと思います。 

 それでは、以上をもちまして本日の研究会は終了させていただきます。あり

がとうございまし 

た。 

 

(照会先)労働基準局総務課労働契約企画室政策係（内線：5587） 

 


